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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配備形状及び非配備形状をもつ植え込み可能な外科用器具であって、
　ａ．細長く柔軟で膨張可能な部分と、
　ｂ．遠位端部、近位端部及びこれら相互間に延びる長手方向軸線を備えた細長く柔軟で
非伸長性のバンド部分とを有し、前記バンド部分は、前記膨張可能な部分にその内側フェ
ースに沿って取り付けられ、前記器具がその非配備形状にあるとき、前記バンド部分の少
なくとも一部は、長手方向軸線に垂直に見て前記膨張可能な部分に対して凹状の断面を備
えることにより、前記器具が配備形状にあるとき、前記凹状の断面が、前記長手方向軸線
に垂直に見て平らな断面に変形することを特徴とする器具。
【請求項２】
　前記膨張可能な部分及び前記バンド部分は、一部品として一体に製造されていることを
特徴とする請求項１記載の器具。
【請求項３】
　前記バンド部分は、少なくとも一部がシリコーン及びポリウレタンのうち少なくとも一
方で作られていることを特徴とする請求項１記載の器具。
【請求項４】
　前記バンド部分の前記遠位端部と前記近位端部を互いに取り付ける手段を更に有してい
ることを特徴とする請求項１記載の器具。
【請求項５】
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　前記膨張可能な部分と流体連通状態にある注入ポートを更に有していることを特徴とす
る請求項１記載の器具。
【請求項６】
　配備形状及び非配備形状をもつ植え込み可能な外科用器具であって、
　ａ．細長く柔軟で膨張可能な部分を有し、
　ｂ．遠位端部、近位端部及びこれら相互間に延びる長手方向軸線を備えた細長く柔軟で
非伸長性のバンド部分を有し、前記バンド部分は、前記膨張可能な部分にその内側フェー
スに沿って取り付けられ、前記器具がその非配備形状にあるとき、前記バンド部分の少な
くとも一部は、長手方向軸線に垂直に見て前記膨張可能な部分に対して凹状の断面を備え
ることにより、前記器具が配備形状にあるとき、前記凹状の断面が、前記長手方向軸線に
垂直に見て平らな断面に変形し、
　ｃ．前記バンド部分の前記遠位端部と前記近位端部を互いに取り付ける手段を有し、
　ｄ．前記膨張可能な部分と流体連通状態にある注入ポートを有していることを特徴とす
る器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来型内視鏡及び開放手術器械並びにロボット補助手術に利用される。本発
明は更に、調節可能な外科的に植え込み可能なバンド、例えば肥満症の治療のための胃バ
ンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病的肥満症にかかっている世界の人口の割合が着実に増加している。重度の肥満の人は
、心臓病、脳卒中、糖尿病、肺疾患及び偶発症候の恐れが高い。患者の寿命に対する病的
肥満症に鑑みて、病的肥満症を治療する方法が研究されている。
【０００３】
　病的肥満症のための多くの手術によらない治療法が試されているが、事実上成功した試
しがない。食事に関するカウンセリング、行動修正、患者の顎をワイヤでくくって閉じる
処置、及び薬理学的方法が全て試されたが、状態を改善することはできなかった。非外科
的手段により体内に挿入される機械的器具、例えば胃を満たすために胃バルーンを用いる
ことも又、病気の治療に採用されている。しかしながら、かかる器具により重い炎症が生
じる場合が多いので、かかる器具を長期間にわたって使用できず、これらを定期的に取り
出す必要があり、それ故に治療が中断される。かくして、医療業界は、病的肥満の治療の
ための外科的方法を開発した。
【０００４】
　病的肥満の治療のための大抵の外科手技は、一般に、食物の吸収の阻止（吸収不良）又
は患者に満腹感を与えるために胃部を絞ること（胃絞り）のいずれかに分類できる。最も
普通の吸収不良及び胃絞り技術は、胃バイパスである。この技術の変形例では、胃を２つ
の互いに隔離された嚢の状態に水平に区分され、上側嚢は、小さな食物容量を有する。上
側嚢は、大幅に減少した使用可能な胃による食物の処理を制限する小孔又は口を介して小
腸又は空腸に連結される。食物は小腸の大部分をバイパスするので、食物の吸収量は大幅
に減少する。
【０００５】
　上述の手技には多くの欠点がある。典型的には、上述の手技は、開放手術環境で実施さ
れる。現行の低侵襲技術は、外科医がマスターするのが困難であり、多くの追加の欠点が
ある。また、患者はかかる思いきった手技が容易には元に戻せないと思って不安のレベル
が高い。加うるに、全ての吸収不良法は、患者に危害及び副作用をもたらし、かかる危害
及び副作用としては、栄養失調やダンピング症候群が挙げられる。
【０００６】
　その結果、多くの患者及び外科医は、病的肥満症の治療のために胃の絞り手技を行う方
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を好む。最も一般的な手技の１つは、調節可能な胃バンドの植え込みである。調節可能な
胃バンドの例は、クズマックに付与された米国特許第４，５９２，３３９号明細書、クズ
マックに付与された米国再発行特許発明第３６，１７６号明細書、クズマックに付与され
た米国特許第５，２２６，４２９号明細書、ジャコブソンに付与された米国特許第６，１
０２，９２２号明細書、ヴィンセントに付与された米国特許第５，６０１，６０４号明細
書に見出すことができ、これら特許文献の全てを本明細書の一部を形成するものとしてこ
こに引用する。現行の方式によれば、胃バンドを手術により胃を包囲するよう配置する。
これにより、胃は２つの部分に区分され、これらの間に小孔が存在する。上側部分又は嚢
は、比較的小さく、下側の部分は比較的大きい。胃の小さな間仕切りされた部分は、患者
の新しい胃になり、患者に満腹感を与えるには非常に僅かの食物しか必要としない。
【０００７】
　胃の周りにいったん位置決めされると、胃バンドの端部は互いに締結され、バンドは、
胃壁の一部を胃の上に折り重ね、折り重ねた組織をこれに通した縫合糸で閉鎖することに
よって定位置にしっかりと保持され、それによりバンドが滑ったり包囲された小孔が拡張
するのを阻止する。図５及び図６を参照すると、先行技術の胃バンドが最もよく記載され
ている。先行技術の胃バンド１０１は、拡張可能でインフレート可能な部分１１０が取り
付けられた柔軟な実質的に非伸長性の部分１２０を有している。インフレート可能部分１
１０は、遠隔の注入部位と流体連通状態にある。インフレーション流体を拡張可能なシェ
ルの内部に注入したりこれから取り出すことにより、植え込み中又は植え込み後、小孔の
サイズが調節される。小孔を拡大することにより、患者は、より多くの食物を食べること
ができるが満腹感は無く、体重が迅速に減ることはない。小孔のサイズを減少させること
により、逆のことが起こる。外科医は、小孔のサイズを定期的に調節して、体重減少率を
調節する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　大抵のバンドについて、図５から分かるように、バンド１０１の柔軟で実質的に非伸長
性の部分１２０は、体内に配置される前では平らな矩形のプロフィールを有している。し
かしながら、図６から分かるように、これが胃１１１の周りに植え込まれると、部分１２
０は、歪を生じて変形し、それによりその表面が曲がって凸状のプロフィールを取る。こ
れにより、バンドに潜在的に尖った箇所１２１が生じる。これは、美容上の及び知覚され
る質の問題でもある。したがって、例えば植え込み時に曲がらない調節可能な胃バンドが
要望されている。
【特許文献１】米国特許第４，５９２，３３９号明細
【特許文献２】米国再発行特許発明第３６，１７６号明細書
【特許文献３】米国特許第５，２２６，４２９号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１０２，９２２号明細書
【特許文献５】米国特許第５，６０１，６０４号明細書
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、配備位置及び非配備位置をもつ植え込み可能な外科用器具が提供され
る。この器具は、細長く柔軟でインフレート可能なバルーン部分と、細長く柔軟で且つ実
質的に非伸長性のバンド部分とを有する。バンド部分は、遠位端部、近位端部及びこれら
相互間に延びる長手方向軸線を有する。バンド部分は、バルーン部分にその内側フェース
に沿って取り付けられる。器具がその非配備位置にあるとき、バンド部分の少なくとも一
部は、長手方向軸線に垂直に見て凹状の断面を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の植え込み可能な外科用器具の構成によれば、植込み時に表面が曲がって凸状の
プロフィールを取ることがなく、かくして尖った箇所が生じることがないので、肥満症の
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治療が美容的にも知覚的にも良好に行われる。
【００１１】
　本発明の新規な特徴は、特許請求の範囲に具体的に記載されている。しかしながら、本
発明それ自体は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読むと、構造と使用方法の両
方に関しその別の目的及び利点と共に最もよく理解できよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に図面を参照すると（図中、同一の符号は同一の要素を示している）、上述したよう
に、図５には、先に引用した特許文献に記載された形式の従来型の調節可能な胃バンドが
示されている。器具１０１は、バルーン部分とも呼ばれる細長くて柔軟なインフレート可
能部分１１０及び細長く柔軟で且つ実質的に非伸長性のバンド部分１２０を有している。
図５は、器具をその非配備形状で示しており、平らなプロフィールを備えたバンド部分１
２０は、直線の断面を備えている。
【００１３】
　しかしながら、上述したように、図６から分かるように、器具１０１をいったん胃１１
１周りに位置決めし、胃バンドの端部を互いに締結すると、バンド部分１２０は、歪を生
じて変形し、それによりその表面が曲がって凸状のプロフィールを取る。これにより、バ
ンドに潜在的に尖った箇所１２１が生じる。これは、美容上の及び知覚される質の問題で
もある。したがって、例えば植え込み時に曲がらない調節可能な胃バンドが要望されてい
る。
【００１４】
　次に図１を参照すると、本発明に従って製造された外科的に植え込み可能な器具１が示
されている。この器具は、細長くて柔軟でありインフレート可能なバルーン部分１０を有
している。バルーン部分は、当業者に知られている幾つかの材料で作られたものであって
よく、かかる材料としては、シリコーン及びポリウレタンが挙げられる。器具１は、細長
くて柔軟で且つ実質的に非伸長性のバンド部分２０を更に有している。バンド部分は、遠
位端部２２、近位端部２４及びこれら相互間の長手方向軸線２６を有している。バンド部
分２０は、当業者に知られた幾つかの材料から作られたものであるのがよく、かかる材料
としては、シリコーン及びポリウレタンが挙げられる。バンド部分は、バンド部分２０に
その内側フェース２８（図２に示す）に沿って取り付けられている。インフレート可能又
はバルーン部分１０を当業者に知られている幾つかの方法でバンド部分２０に取り付ける
ことができ、かかる方法としては、シリコーン系接着剤の使用が挙げられる。２つの部分
を一部品として一体に製造してもよい。
【００１５】
　バンド部分の遠位端部及び近位端部は好ましくは、これら端部を互いに取り付ける手段
を有する。バンドの遠位端部と近位端部を互いに取り付ける手段は種々存在する。これら
の多くは、２００３年９月３０日に出願された共通譲受人の同時係属米国特許出願第６０
／４８３，３５３号明細書、第６０／５０７，９１６号明細書及び第６０／５０７，６２
５号明細書に記載されており、これら米国特許出願明細書の開示内容を本明細書の一部を
形成するものとしてここに引用する。図１は、切欠き３２が設けられたタブ３０を有する
ものとしてバンド２２の遠位端部を示している。このタブ３０は、バンド２０の遠位端部
２４に設けられたスロット（図示せず）に挿入される。タブ３０は、縫合糸穴３４，３６
を更に有し、これら縫合糸穴のうち一方は、バンド２０の近位端部２４に設けられた縫合
糸穴３８と一線をなす。タブ３０をスロットに挿入し、外科医がバンドの最終位置に満足
した後、端部２２，２４を互いに縫合してバンドを定位置に良好に固定する場合が多い。
しかしながら、例えば上述の引用特許文献に記載された多くの別法としての係止手段は、
縫合糸を用いる必要はない。
【００１６】
　インフレート可能部分１０は、流体ライン５２を介して注入ポート５０と流体連通状態
にあるものとして示されている。しかしながら、インフレート可能部分１０は又、例えば
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遠隔操作バンドに用いられる植え込みリザーバに流体連結してもよい。かかるバンドは、
２００２年９月２４日に発行された米国特許第６，４５３，９０７号明細書に記載されて
おり、かかる米国特許明細書の記載内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引
用する。ポート５０は、胃バンド用として医用分野において周知のタイプのものであるだ
けでなく、かかるポートは、投薬のための血管アクセス用に用いられる。器具１を患者の
体内に植え込んだ後、ポート５０を患者の皮膚のすぐ下に取り付けて流体を注射器により
インフレート可能部分に注入したりこれから取り出すことができるようにする。流体ライ
ン５２は、インフレート可能部分１０と一体であってもよく、別個の部品であってもよい
。
【００１７】
　器具１は、図１に示す非配備形状を備えた非配備位置を有している。これは、器具を患
者の体内に挿入する前における器具の形状及び位置である。器具１は、図３に示す配備形
状を備えた配備位置を更に有している。バンドの配備位置は、バンドが患者の身体部分、
例えば胃又は食道を包囲しているときの位置である。図３は、タブ及びスロットと縫合糸
の両方で互いに取り付けられた端部２２，２４を有するバンドを示している。
【００１８】
　図２は、器具１がその非配備位置にあるときのインフレート可能部分１０及びバンド部
分２０の断面を示している。図から分かるように、器具がその非配備形状にあるとき、バ
ンド部分２０は、長手方向軸線２６に垂直に見て凹状の断面を備えている。バンド部分２
０は、この形状に成形される。この利点は、図４を参照すると理解できる。図４は、器具
１がその配備位置にあるときのインフレート可能部分１０及びバンド部分２０の断面を示
している。図から分かるように、非配備状態にあるバンド２０の断面が凹状であることに
より、バンド２０は、器具がその配備状態にあるとき、実質的に直線の断面又は平らなプ
ロフィールを取る。これをバンドがその非配備状態では平らなプロフィールを有する図６
と比較すると、バンドは、その配備状態では凹状のプロフィール又は形状を取る。したが
って、上述の器具は、植え込まれると、歪を生じて変形するバンド部分２０を有するが、
その表面は曲がって平らなプロフィールを取る。これにより、潜在的な尖った箇所が無く
なり又は美容上及び知覚される質に関する問題が解決される。
【００１９】
　当業者であれば、上述の発明は他形式の植え込み可能なバンドにそのまま利用できるこ
とは明らかである。例えば、バンドは、便失禁の治療に用いられる。かかるバンドの１つ
は、米国特許第６，４６１，２９２号明細書に記載されており、かかる米国特許明細書の
記載内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。バンドは又、尿失禁を
治療するために使用できる。かかるバンドの１つは、米国特許出願第２００３／０１０５
３８５号明細書に記載されており、かかる米国特許出願明細書の記載内容を本明細書の一
部を形成するものとしてここに引用する。バンドは又、胸焼け及び（又は）酸逆流を治療
するために用いられる。かかるバンドの１つは、米国特許第６，４７０，８９２号明細書
に記載されており、この米国特許明細書の記載内容を本明細書の一部を形成するものとし
てここに引用する。バンドは又、インポテンスの治療のために使用できる。かかるバンド
の１つは、米国特許出願第２００３／０１１４７２９号明細書に記載されており、この米
国特許出願明細書の記載内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態を開示したが、かかる実施形態が例示として示されているに
過ぎないことは当業者には明らかである。例えば、当業者には明らかなように、本明細書
における開示内容は、ロボット補助手術にそのまま利用できる。加うるに、上述の構造は
全て機能を有し、かかる構造は、その機能を実行する手段と称することができることは理
解されるべきである。したがって、本発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の精神
及び範囲によってのみ限定されるものである。
【００２１】
　本発明の具体的な実施態様は、次の通りである。
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　（１）配備形状及び非配備形状をもつ植え込み可能な外科用器具であって、
　ａ．細長く柔軟でインフレート可能な部分と、
　ｂ．遠位端部、近位端部及びこれら相互間に延びる長手方向軸線を備えた細長く柔軟で
且つ実質的に非伸長性のバンド部分とを有し、前記バンド部分は、前記インフレート可能
部分にその内側フェースに沿って取り付けられ、前記器具がその非配備形状にあるとき、
前記バンド部分の少なくとも一部は、長手方向軸線に垂直に見て凹状の断面を備えている
ことを特徴とする器具。
　（２）前記インフレート可能部分及び前記バンド部分は、一部品として一体に製造され
ていることを特徴とする上記実施態様（１）記載の器具。
　（３）前記バンド部分は、その配備形状において、前記長手方向軸線に垂直に見て実質
的に平らな断面を備えていることを特徴とする上記実施態様（１）記載の器具。
　（４）前記バンド部分は、少なくとも一部がシリコーン及びポリウレタンのうち少なく
とも一方で作られていることを特徴とする上記実施態様（１）記載の器具。
　（５）前記バンドの前記遠位端部と前記近位端部を互いに取り付ける手段を更に有して
いることを特徴とする上記実施態様（１）記載の器具。
【００２２】
　（６）前記インフレート可能部分と流体連通状態にある注入ポートを更に有しているこ
とを特徴とする上記実施態様（１）記載の器具。
　（７）配備形状及び非配備形状を備えた植え込み可能な外科用器具であって、
　ａ．遠位端部、近位端部及びこれら相互間に延びる長手方向軸線を備えた細長い柔軟な
バンド部分を有し、前記器具がその非配備形状にあるとき、前記バンド部分の少なくとも
一部は、前記長手方向軸線に垂直に見て凹状の断面を備え、
　ｂ．前記バンドの前記遠位端部と前記近位端部を互いに取り付ける手段を有しているこ
とを特徴とする器具。
　（８）前記バンド部分は、その配備形状にあるとき、前記長手方向軸線に垂直に見て実
質的に平らな断面を備えていることを特徴とする上記実施態様（７）記載の器具。
　（９）前記バンド部分は、少なくとも一部がシリコーン及びポリウレタンのうち少なく
とも一方で作られていることを特徴とする上記実施態様（７）記載の器具。
　（１０）配備形状及び非配備形状をもつ植え込み可能な外科用器具であって、
　ａ．細長く柔軟でインフレート可能な部分を有し、
　ｂ．遠位端部、近位端部及びこれら相互間に延びる長手方向軸線を備えた細長く柔軟で
且つ実質的に非伸長性のバンド部分を有し、前記バンド部分は、前記インフレート可能部
分にその内側フェースに沿って取り付けられ、前記器具がその非配備形状にあるとき、前
記バンド部分の少なくとも一部は、長手方向軸線に垂直に見て凹状の断面を備え、
　ｃ．バンドの前記遠位端部と前記近位端部を互いに取り付ける手段を有し、
　ｄ．前記インフレート可能部分と流体連通状態にある注入ポートを有していることを特
徴とする器具。
【００２３】
　（１１）前記インフレート可能部分及び前記バンド部分は、一部品として一体に製造さ
れていることを特徴とする上記実施態様（１０）記載の器具。
　（１２）前記バンド部分は、その配備形状において、前記長手方向軸線に垂直に見て実
質的に平らな断面を備えていることを特徴とする上記実施態様（１０）記載の器具。
　（１３）前記バンド部分は、少なくとも一部がシリコーン及びポリウレタンのうち少な
くとも一方で作られていることを特徴とする上記実施態様（１０）記載の器具。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に従って作られた器具１の斜視図である。
【図２】図１に示す器具の２－２線矢視断面図である。
【図３】配備位置で示された器具１の斜視図である。
【図４】図３に示す器具の４－４線矢視断面図である。
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【図５】図２と類似した図であるが、先行技術の器具１０１を示す図である。
【図６】バンド１０１の断面図であるが、これをその配備位置で示す図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　外科的に植え込み可能な器具
　１０　インフレート可能な部分
　２０　バンド部分
　２２　遠位端部
　２４　近位端部
　２６　長手方向軸線
　３０　タブ
　３２　切欠き
　３４，３６，３８　縫合糸穴

【図１】 【図２】

【図３】
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